
小田原市
お だ わ ら し

障害者
しょうがいしゃ

施設
し せ つ

等通所者
とうつうしょしゃ

交通費
こうつうひ

助成
じょせい

事業
じぎょう

が変わります
か     

 

 

小田原市では、障がい福祉サービス事業所等に通所される方に対して、交通費助成を行ってき

ましたが、（1）利用者の増加、（2）市外事業所利用希望の増加等により、助成額が年々増加して

います。小田原市内・近隣の事業所も増えてきたことから、今後も継続的に交通費助成を行って

いくため、制度改正を行います。 

 

変更点
へんこうてん

①  

１か月
   げつ

あたりの支給
しきゅう

上限
じょうげん

額
がく

を２万円
  まんえん

とします。（３か月
   げつ

の支給
しきゅう

上限
じょうげん

額
がく

は６万円
  まんえん

） 

変更前
へんこうまえ

 変更後
へ ん こ う ご

 

県内
けんない

最終
さいしゅう

駅
えき

まで 

支給
しきゅう

額
がく

上限
じょうげん

なし 

県内
けんない

外
がい

制限
せいげん

なし※ 

１か月
   げ つ

あたり２万円
  まんえん

まで 

※静岡
しずおか

方面
ほうめん

に通所
つうしょ

する場合
ば あ い

は支給
しきゅう

対象
たいしょう

が広がります
ひろ       

。（これまでは県内
けんない

最終
さいしゅう

の湯河原駅
ゆ が わ ら え き

まで） 

 

 

変更点
へんこうてん

② 

電車
でんしゃ

をご利用
  りよう

の方
かた

で、１か月
   げ つ

の通所
つうしょ

日数
にっすう

が 15日
にち

以上
いじょう

の場合
ばあい

は、１か月
   げつ

あたり

３か月
   げつ

定期券
ていきけん

の３分
  ぶん

の１に相当
そうとう

する額
がく

の支給
しきゅう

とします。 

変更前
へんこうまえ

 変更後
へ ん こ う ご

 

購入
こうにゅう

した定期券
ていきけん

の種類
しゅるい

によって、 

１か月
   げつ

定期券
ていきけん

もしくは３か月
   げつ

定期券
ていきけん

の額
がく

 

１か月
   げつ

あたり３か月
   げつ

定期券
ていきけん

の 

３分
  ぶん

の１に相当
そうとう

する額
がく

 

※月
つき

１５日
   にち

以上
いじょう

、毎月
まいつき

継続
けいぞく

して通所
つうしょ

している方
かた

は、３か月
   げつ

定期券
ていきけん

の購入
こうにゅう

をご検討
けんとう

ください。 

 

令
れい

和
わ

７年
  ねん

７月
  がつ

１日
  にち

以降
い こ う

に通所
つうしょ

する分
ぶん

から上記
じょうき

のとおり取り扱い
 と  あつか  

が変わります
か     

。 

（令和
れ い わ

７年
  ねん

１２月
  が つ

末
まつ

にお振込
  ふりこみ

予定
よ て い

のものです）  

ご不明な点がありましたら障がい福祉課までお問い合わせください。 

問い合わせ先 小田原市障がい福祉課      ０４６５－３３－１４６７ 


